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日 程 ４月 ２２日（水）午後６時３０分から

発表項目 令和２年度 住宅に関する補助制度についての説明会

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

旭川市が実施する住宅のリフォームや耐震診断等の各補助制度についての説明会

を開催します。つきましては，申請を検討されている方をはじめ，より多くの方に御

参加いただきたいため，広く報道してくださるようお願い申し上げます。

１ 説明を行う補助制度等

① 住宅改修補助制度

② やさしさ住宅補助制度

③ 住宅雪対策補助制度

④ 住宅耐震診断補助制度

⑤ 住宅耐震改修補助制度

⑥ 木造住宅無料耐震診断

２ と き ４月２２日（水）午後６時３０分から

３ ところ 市職員会館（旭川市９条通９丁目）

４ 対 象 個人・事業者

５ その他 申込み不要

会場には駐車場はございませんので，会場近くの有料駐車場などを御利用

になるか，公共交通機関でお越しください。

６ 問い合わせ

旭川市６条通１０丁目旭川市第三庁舎４階

建築部建築総務課 TEL ２５－９７０８

添付資料 有 令和２年度 本市で実施する住宅のリフォーム補助制度等の概要

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



制度名 補助額など 対象 申込受付期間 担当

対象工事費の1/3
（上限10万円）

第１期　4月2０日(月)～５月13日(水)
第２期　7月  1日(水)～7月1４日(火)
※申込多数の場合は抽選

対 象 工 事 費 の
1/10 （ 上 限 10
万）

4月２０日(月)～5月１３日(水)
※申込多数の場合は抽選

一律10万円
・60歳以上の方が住む
　市内の住宅
・30万円以上の工事

対象工事費の1/3
（上限50万円）

・60歳以上の方が住む
市内の分譲マンショ

ン
　共用部分
・30万円以上の工事

④住宅耐震診
断補助制度

対象費用の2/3
(上限8.9万円)

4月20日(月)～12月18日(金)
（予定）

⑤住宅耐震改
修補助制度

対象費用の23%
(上限82.2万円)

5月11日(月)～10月30日(金)
（予定）

⑥木造住宅無
料耐震診断

無料

昭和５６年以前に建築
確認を受けた，在来軸
組工法による２階建て
以下の戸建住宅

来年3月31日(水)まで

令和２年度　本市で実施する住宅のリフォーム補助制度等の概要

　長く安心して快適に住み続けられる住宅づくりには，計画的な点検や性能を維持するリフォーム，住む
方の暮らしに応じたバリアフリー化など，適切な時期に適切な方法で住宅の維持管理を行うことが重要で
す。
　旭川市では，住宅の性能を維持・向上するための支援として，下の表のとおり費用を補助します。

【申込】いずれも各課，または市HPにある申請書に記入し，関係書類を添えて提出
　①～③建築総務課（第三庁舎4階），④～⑥建築指導課（第三庁舎3階）

【補助制度等についての説明会】
　4月22日(水)　18:30から1時間程度　旭川市役所職員会館(9の9)にて開催

対象工事

省エネルギー化工事（窓や外壁
などの断熱改修，省エネタイプ
の浴室・トイレへの改修）

性能維持・向上工事 (屋根や外
壁，内部の改修)

一般住宅のバリアフリー化工事
(手すりの設置や浴室出入口の段
差解消など）

分譲マンション共用部分のバリ
アフリー化工事（手すりの設置
やエレベーターの設置など）

融雪施設設置工事 (融雪槽や
ロードヒーティングの新設）

雪対策のための住宅改修工事
(無落雪屋根への改修など)

住宅の耐震診断（建築士による
地震に対する安全性の診断）

住宅の耐震改修（耐震性能を向
上させる改修）

住宅の簡易耐震診断（市の職員
が地震に対する安全性を図面や
聞き取りから診断。現地調査な
し）

①住宅改修
補助制度

・建築後10年以上経過
　した市内の住宅
・30万円以上の工事
　（節水型トイレの工
　事を含む場合は10万　　
  円以上）

建
築
総
務
課
（
２
５
・
９
７
０
８
）

②やさしさ住
宅補助制度

7月1日(水)～7月1４日(火)
※申込多数の場合は抽選

③住宅雪対策
補助制度

一律10万円
・市内の住宅
・30万円以上の工事

第１期　4月2０日(月)～５月13日(水)
第２期　7月  1日(水)～7月1４日(火)
※申込多数の場合は抽選

昭和５６年以前に建築
確認を受けた戸建住
宅・長屋・共同住宅
（申請者が所有・居住
していること）

建
築
指
導
課

(

２
５
・
８
５
９
７
）


